
施策評価表　（平成２５年度実施事業対象）　　 （作成日：平成２６年７月１０日）

主担当課

31,477

17,270

5.20

3,853 3,340

0 4,975

29 29

決算 当初予算

２７年度

決算

地区計画の策定（地区数）

名称及び単位等
２５年度２４年度

実績 目標 実績 目標目標

正
職
員

従事者数
（単位：人）

人件費（c）

中尾至宏

5.10 5.00

9地区 10地区

これまでの成果

備考欄

目標

２６年度

11地区

２９年度
（総計目標年度）

9地区 9地区 9地区

昭和４５年１２月当初線引き決定、以後５回区域区分･用途地域見直し（最終平成２３年５月見直し）
平成１２年４月都市計画マスタープラン策定、平成２１年３月都市計画マスタープラン見直し
平成４年近鉄八木駅南地区地区計画決定、以後、北妙法寺地区ほか７地区地区計画決定

5.10

トータルコスト
（a）＋（c）

34,22935,395 54,36845,401

この施策の概況

この施策に対する市民ニーズなど、
具体的な事項について

施策指標①
（成果指標）

施策指標②
（成果指標）

施策指標③
（成果指標）

31,635 30,860

３．施策の現状分析（第３次総合計画の現状と課題をもとに記入する）

奈良県においては平成１２年をピークに人口減少へと転じ、少
子高齢化など経験したことのない社会情勢を迎えるていること
から、都市の活力や地域コミュニティが弱まる等の大きな影響
が現れることが懸念される。

市の都市計画の基本方針である都市計画マスタープランに基
づき、総合的なまちづくりを進めているが、今後も市民と行政
が協働し、都市基盤等を整備していく必要がある。

社会環境や国・県の動向など、
施策を取り巻く環境について

名称

関係部

この施策の目的
市民の快適な生活を育むまちづくりのため、豊かな歴史・自然環境に恵まれた美しい風景の保全と良好な都市環境の形成が
できるよう規制・誘導等を行い、計画的な土地利用の推進を目的とする。

計画的な土地利用の推進

計画景観課

関係課 建築指導課

部長名

２．施策の基本方針（第３次総合計画の基本方針をもとに記入する）

目指す都市像
（政策）

番号 7

主担当部 まちづくり部

名称

施策 番号 1

3,918
歳出

（直接事業費）（a）
13,766

32,094

１．第３次総合計画における施策の体系

（a）－（b）＝一般財源

歳入
（b）

財源の内訳

４．指標及びコストの推移

3,369 22,274

国や県からの
補助金その他

受益者負担額

快適な生活を育むまち

13,694

当初予算

42 35

30 30

施策指標④
（成果指標）

施策指標⑤
（成果指標）

指
標
の
推
移

コストの推移
（単位：千円）



説明２次評価

８．構成事業の方向性　（それぞれの事務事業における今後の最適手段を検証する）

１次評価 説明

３　縮小する２　維持する

説明

総合評価　２次評価

生産緑地事業、都市計画法等運用事業及び開発指導事業については、法令等に基づき審査・許可等を行うものであ
るが、定期的に見直しを行ないながら継続していく。
都市計画決定・変更事業については、社会環境の変化や多様化・高度化する市民ニーズに適切に対応し、橿原市の
都市計画やまちづくりの将来指針を示していくため、拡大していく。

次年度以降の方向性 １　強化する

説明

引き続き、都市計画マスタープランに基づき、地域地区の見直しや地区計画制度の活用を行い、住環境の維持・保全
や沿道サービス業や工場等の誘致を図るため、施策を強化していく。
現在の社会情勢、並びに本市の将来像に対応するため、都市計画決定後、未着手等の都市計画道路については、そ
の必要性を検証し、見直しを実施していく。

総合評価　１次評価

１　強化する ２　維持する ３　縮小する次年度以降の方向性 1

都市計画マスタープランに基づく地域・地区を設定し、適正な土地利用を規制・誘導することで、本市固有の歴史・自然
環境等を保全しつつ、市民が安心して暮らすことができる生活環境の確保と奈良県の中核的な拠点都市として発展に
つながると考えられるので、上位政策に対する貢献度は高いものである。

６．施策の課題

この施策の課題

限られた財源の中で、社会環境の変化や多様化・高度化する市民ニーズに適切に対応し、より良いまちづくりと豊かな市民
生活の実現を図っていくためには、市民と行政がそれぞれ適切な役割を担っていく必要がある。今後は、地域住民が主体的
に考えて行動・実践する「協働のまちづくり」を拡大できるかどうかが重要な課題である。
また、都市計画決定後、未着手となっている都市計画道路については見直しが必要となっている。

成果向上の
可能性はどうか

説明

市政全般に対する
貢献度はどうか

1 １　高い ２　やや高い

３　やや低い

１　十分ある

４　低い

2

３　やや低い

４　ない２　ある程度ある

２　やや高い1 ４　低い

５．施策の評価

７．次年度以降の施策の方向性

説明

有効性の評価

この施策の
成果の達成度はどうか

本市の長期的な都市計画やまちづくりの方針を示す都市計画マスタープラン見直しを行ない、それに基づく「用途地
域」、「高度地区」等の地域地区の変更見直しを行なっている。また、地区の特性に応じたまちづくりのﾙｰﾙを地域住民
が主体的に定める地区計画制度を推進しており、目標件数を達成している。これらにより将来にわたって無秩序な土
地利用とならないよう規制・誘導をしていく。

３　あまりない

１　高い



（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

施策評価

方向性

９．施策を構成するそれぞれの事務事業の評価

※下記評価の解説
・貢献度－事務事業評価の結果をもとに、この施策での貢献度（重要度）を絶対評価で示しています。
　　（a：不可欠かつ施策の中核をなす事業、b：不可欠な事業、c：不可欠ではないが実施が望ましい事業、d：あまり有効ではない事業）
・方向性－事務事業評価の結果をもとに、この施策からみた各事務事業の今後の方向性を絶対評価で示しています。
　　（拡大する、見直しながら続ける、縮小する、廃止又は休止する、完了する）
・優先度（ソフト事業（任意）のみ）－施策内での事務事業の優先度を相対評価で示しています。
　　（優先度が高い順に　　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

　

　

　

貢献
度

優先度
(ソフト任意)

b
見直しな
がら続け

る

b
見直しな
がら続け

る
　

拡大する

a 拡大する

b
見直しな
がら続け

る

　橿原市開発指導要綱及び開発許可制度等に関する審査基準集（奈良県土
木部）に基づき開発行為が適合しているか審査し、公共施設について関係部
局と事前協議を行い協定書の締結を行う。また、都市計画法に基づく開発許
可が必要な場合は奈良県への経由を行う。工事完了後、事前協議どおりに
施工されているかの確認を行う。

2

開発指導事業
223

ソフト（義務） （千円）

現状のまま継続

4

建築指導課

生産緑地事業

ソフト（義務）

3

計画景観課

この施策に関連する事務事業評価の内容（評価内容の転記）

課名、事務事業名
及び事業種別

事業の方向性及び
Ｈ２５決算額

事業の内容NO.

2 現状のまま継続

149

（千円）

生産緑地地区として都市計画決定された農地等を適正に管理するように所有
者に助言、土地の交換の斡旋を行う。また、買取りの申出（生産緑地所有者
が死亡または故障による農業従事が不可能な場合は市長に）があれば定め
られた手続き（照会、斡旋、都市計画審議会）を行い、生産緑地地区の都市
計画の変更を行う。

2

計画景観課
都市計画法に基づき、区域区分、用途地域、高度地区、防火・準防火地域や
道路、公園、下水道等の都市施設などの都市計画決定・変更について計画
立案から法定手続きを経て都市計画決定を行う。都市計画決定に不可欠で
ある法定審議会の都市計画審議会の運営事務局も併せて行う。

1

計画景観課

1

都市計画決定・変更事
業 873

ソフト（義務） （千円）

都市計画法第53条、第58条の2の規定に基づく許可申請書の受付、審査、許可を行う。
都市計画に関する証明・明示を行う。また、最新の都市計画情報を迅速に提供するため、都市計画支援
システムに届出内容等をデータ入力・管理する。
路外駐車場の届出について、構造、設置の基準、管理方法等を審査し、必要に応じて立ち入り検査を行
う。
公有地の拡大の推進に関する法律の届出（又は申出）対象の土地取引について、買取りの協議を行う
地方公共団体等の有無を届出者（申出者）に通知する。
大規模な土地取引について、国土利用計画法の届出を受理、審査し、意見書を付して県へ送付する。

2 現状のまま継続

都市計画法等運用事
業 2,124

ソフト（義務） （千円）



（ ）

1

2

1 2 3 4

備考
（これまでの

実績等）

D
O

実
施

3,412

財源の内訳 決算

135

3,852 3,838

歳入
（b）

137

3,535

決算 当初予算

140歳出　（直接事業費）　（a）

137

3,549

計算式等

140

トータルコスト　（a）＋（c）

0.55

当初予算

135

3,703

0.55

149

3,395 3,703

事務事業名

担当部名

総合計画の
位置付け

事業の開始年度

計画景観課

事業ソフト（義務）

妥当性
評価

生産緑地事業

都市計画総務管理費

事業の
内容説明

生産緑地地区として都市計画決定された農地等を適正に管
理するように所有者に助言、土地の交換の斡旋を行う。ま
た、買取りの申出（生産緑地所有者が死亡または故障によ
る農業従事が不可能な場合は市長に）があれば定められた
手続き（照会、斡旋、都市計画審議会）を行い、生産緑地地
区の都市計画の変更を行う。

年度-

西岡　幹雄課長名担当課名

事業の種類を選択してください。⇒

予算事業名

コストの
推移

（単位：
千円）

まちづくり部

活動指標
①

活動指標
②

年間買取申出処理件数（件）

なぜ市が
関与して
いるのか

　

指標の
推移

２４年度

受益者負担額

国県補助金等その他

名称及び単位等

従事者数　（単位：人）

単位当た
りコスト （　　　　　　   　　　　）／（　　　　　　  　　　　　）

人件費　（c）
正職員

（a）　－　（b）　＝　一般財源

15151513

149

0.60 0.60

見込み見込み実績

２７年度

見込み計画

説明

非常に大きい

２９（総計
目標）
年度

２５年度 ２６年度

克服できる範囲内 ほとんど無いやや大きい

実績

1514

成果指標

目指す都市像(政策)

施　　　策

生産緑地地区

事業の
目的

やめた
場合の
影響は

市の関与について見直す余地のある事業（民間に事業の一部又は全部を委ねる余地のあるものや、住民
ニーズが低下している等、社会情勢の変化によるものなど）

公共性や収益性の観点から、市が直接的・包括的に関与すべき事業

平成４年度に指定された生産緑地地区（一部追加指定
あり）がもつすぐれた緑地機能を計画的に保全し農林漁
業と調和した良好な都市環境の形成に努める。

　

対象

事業の終了予定年度 平成平成 4 年度

市の関与の
必要性を評
価してくださ
い

（作成日：平成26年6月5日）事務事業評価表（平成25年度実施事業対象）

快適な生活を育むまち

計画的な土地利用の推進

7

1

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ

計
画

説明



1 2 3 4

1 2 3

4 5

評
価

現時点で効率性が非
常に高く、これ以上の
改善は見込めない

概ね高い効率性が発揮さ
れているが、さらに向上で
きる余地はある

土地所有者から買取り申出があっても公共が買取る例はほとんどなく、公共施設等の利用に至っていない。

十分な成果が出ている

課内
優先度

現状のまま継続拡大する 縮小する

廃止又は休止する 完了する

A
C
T
I
O
N

修
正
行
動

説明

上位施策
への貢献
度はどうか

C
H
E
C
K

有効性
評価

1

この事業の今後の方向
性を、費用面も含めて記
入してください

説明

説明

2

この事業について、今
後、具体的にどうするこ
とにより、どんな効果が
期待できるか記入してく
ださい。

内容や手法を見直すこ
とにより、コストや時間
の低減が可能か評価し
てください

法に基づいた手続きであることから現状の方法以外は難しい。

　

買取申出があれば、庁内と県に照会して一ヶ月で市長から回答しなければならないので、庁内はグループウェアを使
用して資料作成と照会手間を省略している。

効率性評価

現時点での
成果につい

て

4現時点での
有効性を評
価してくださ

い

説明

2

やや低い高い やや高い

生産緑地では所有者であっても一定の行為が制限されており（市長の許可が必要）、本来の緑地機能の確
保ができている。

2 4

低い

概ね十分な成果が出てい
る

生産緑地の買取申出の処理期間は３箇月と法で決まっており、処理期間を短縮することはできない。また、
照会先等を減らすことができないので、コストを低減することはできない。

1
効率性がやや低く、見
直しによる改善が期待
される

1
現時点では効率性が低
く、大幅な改善が必要

2 3 4

成果がほとんど無く、大
幅な改善が必要

現時点では十分な成
果が出ていない

3



（ ）

1

2

1 2 3 4

備考
（これまでの

実績等）

D
O

実
施

7,133

財源の内訳 決算

20,514

8,279 27,920

歳入
（b）

3,538

8,281

決算 当初予算

1,183歳出　（直接事業費）　（a）

4,950

3,538

10,671

計算式等

1,183

トータルコスト　（a）＋（c）

1.15

当初予算

15,564

7,406

1.15

873

7,098 7,406

事務事業名

担当部名

総合計画の
位置付け

事業の開始年度

計画景観課

事業ソフト（義務）

妥当性
評価

都市計画決定・変更事業

報酬給与費・都市計画総務管理費

事業の
内容説明

都市計画法に基づき、区域区分、用途地域、高度地区、防
火・準防火地域や道路、公園、下水道等の都市施設などの
都市計画決定・変更について計画立案から法定手続きを経
て都市計画決定を行う。都市計画決定に不可欠である法定
審議会の都市計画審議会の運営事務局も併せて行う。

年度-

西岡　幹雄課長名担当課名

事業の種類を選択してください。⇒

予算事業名

コストの
推移

（単位：
千円）

まちづくり部

活動指標
①

活動指標
②

都市計画審議会（常務委員会含む）開催数（回）

なぜ市が
関与して
いるのか

　

指標の
推移

２４年度

受益者負担額

国県補助金等その他

名称及び単位等

従事者数　（単位：人）

単位当た
りコスト （　　　　　　   　　　　）／（　　　　　　  　　　　　）

人件費　（c）
正職員

（a）　－　（b）　＝　一般財源

22

3

22

33

873

1.20 1.20

見込み見込み実績

２７年度

見込み計画

説明

非常に大きい

２９（総計
目標）
年度

２５年度 ２６年度

克服できる範囲内 ほとんど無いやや大きい

2

実績

2

2

1

4都市計画決定・変更の告示数（回）成果指標

目指す都市像(政策)

施　　　策

都市計画及び都市計画施設等

事業の
目的

やめた
場合の
影響は

市の関与について見直す余地のある事業（民間に事業の一部又は全部を委ねる余地のあるものや、住民
ニーズが低下している等、社会情勢の変化によるものなど）

公共性や収益性の観点から、市が直接的・包括的に関与すべき事業

都市計画を適宜、計画立案や見直すことにより、市の発
展と秩序ある整備を行う。

　

対象

事業の終了予定年度 平成昭和 45 年度

市の関与の
必要性を評
価してくださ
い

（作成日：平成26年6月5日）事務事業評価表（平成25年度実施事業対象）

快適な生活を育むまち

計画的な土地利用の推進

7

1

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ

計
画

説明



1 2 3 4

1 2 3

4 5

評
価

現時点で効率性が非
常に高く、これ以上の
改善は見込めない

概ね高い効率性が発揮さ
れているが、さらに向上で
きる余地はある

橿原市第３次総合計画及び都市計画マスタープランで示されたまちづくりの方向性を具体的に都市計画に反
映している。

十分な成果が出ている

課内
優先度

現状のまま継続拡大する 縮小する

廃止又は休止する 完了する

A
C
T
I
O
N

修
正
行
動

説明

上位施策
への貢献
度はどうか

C
H
E
C
K

有効性
評価

1

この事業の今後の方向
性を、費用面も含めて記
入してください

説明

説明

1

この事業について、今
後、具体的にどうするこ
とにより、どんな効果が
期待できるか記入してく
ださい。

内容や手法を見直すこ
とにより、コストや時間
の低減が可能か評価し
てください

未着手となっている都市計画道路の課題へ対応するため、見直しに取組む。
医科大学移転計画に合わせ、大学周辺のまちづくり方針を現都市計画マスタープランに反映させる。
将来のまちづくりの基礎資料とするための都市計画基礎調査を行う。

　

都市計画のような市民の権利義務に直接影響を与える行政手続きについては、手続きの透明化や情報公開、説明
責任が強く求められてきており、今後は、これまで以上に都市計画決定手続きにおける市民参加の機会の拡大、都
市計画に係る情報公開、理由の開示などに努めていく必要がある。

効率性評価

現時点での
成果につい

て

1現時点での
有効性を評
価してくださ

い

説明

1

やや低い高い やや高い

都市計画決定をすることにより、合理的かつ効率的な土地利用ができる。また、市の発展と秩序ある整備に
寄与してきた。

2 4

低い

概ね十分な成果が出てい
る

必要な資料等の作成を行い、都市計画の決定を行うものであり、低減余地はあまりない。

1
効率性がやや低く、見
直しによる改善が期待
される

2
現時点では効率性が低
く、大幅な改善が必要

2 3 4

成果がほとんど無く、大
幅な改善が必要

現時点では十分な成
果が出ていない

3



（ ）

1

2

1 2 3 4

備考
（これまでの

実績等）

D
O

実
施

30

3542

9,615

財源の内訳 決算

1,290

10,456 9,622

29歳入
（b）

1,283

11,835

決算 当初予算

2,268

30

歳出　（直接事業費）　（a）

25

1,211

10,898

計算式等

2,203

トータルコスト　（a）＋（c）

1.55

当初予算

1,236

8,332

1.55

2,124

9,567 8,332

事務事業名

担当部名

総合計画の
位置付け

事業の開始年度

計画景観課

事業ソフト（義務）

妥当性
評価

都市計画法等運用事業

都市計画総務管理費

事業の
内容説明

都市計画法第53条、第58条の2の規定に基づく許可申請書
の受付、審査、許可を行う。
都市計画に関する証明・明示を行う。また、最新の都市計画
情報を迅速に提供するため、都市計画支援システムに届出
内容等をデータ入力・管理する。
路外駐車場の届出について、構造、設置の基準、管理方法
等を審査し、必要に応じて立ち入り検査を行う。
公有地の拡大の推進に関する法律の届出（又は申出）対象
の土地取引について、買取りの協議を行う地方公共団体等
の有無を届出者（申出者）に通知する。
大規模な土地取引について、国土利用計画法の届出を受
理、審査し、意見書を付して県へ送付する。

年度－

西岡　幹雄課長名担当課名

事業の種類を選択してください。⇒

予算事業名

コストの
推移

（単位：
千円）

まちづくり部

活動指標
①

活動指標
②

都市計画法第53条処理件数（件）

なぜ市が
関与して
いるのか

　

指標の
推移

２４年度

受益者負担額

国県補助金等その他

名称及び単位等

従事者数　（単位：人）

単位当た
りコスト （　　　　　　   　　　　）／（　　　　　　  　　　　　）

人件費　（c）
正職員

（a）　－　（b）　＝　一般財源

8 88

1010

100

109

100100

2,095

1.35 1.35

29

見込み見込み実績

２７年度

見込み計画

説明

非常に大きい

２９（総計
目標）
年度

２５年度 ２６年度

克服できる範囲内 ほとんど無いやや大きい

100

実績

5

15

10

100

9

13公拡法処理件数（件）

100正確処理割合（％）成果指標

目指す都市像(政策)

施　　　策

市民及び土地利用者

事業の
目的

やめた
場合の
影響は

市の関与について見直す余地のある事業（民間に事業の一部又は全部を委ねる余地のあるものや、住民
ニーズが低下している等、社会情勢の変化によるものなど）

公共性や収益性の観点から、市が直接的・包括的に関与すべき事業

計画的な土地利用を推進するため、関係法令に基づく
許可や届出の受理及び指導等を行い、各法令の基準に
適合させることを目的とする。

　

対象

事業の終了予定年度 平成平成 ー 年度

市の関与の
必要性を評
価してくださ
い

（作成日：平成26年6月5日）事務事業評価表（平成25年度実施事業対象）

快適な生活を育むまち

計画的な土地利用の推進

7

1

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ

計
画

説明



1 2 3 4

1 2 3

4 5

評
価

現時点で効率性が非
常に高く、これ以上の
改善は見込めない

概ね高い効率性が発揮さ
れているが、さらに向上で
きる余地はある

都市の健全な発展と秩序ある整備に貢献している。

十分な成果が出ている

課内
優先度

現状のまま継続拡大する 縮小する

廃止又は休止する 完了する

A
C
T
I
O
N

修
正
行
動

説明

上位施策
への貢献
度はどうか

C
H
E
C
K

有効性
評価

1

この事業の今後の方向
性を、費用面も含めて記
入してください

説明

説明

2

この事業について、今
後、具体的にどうするこ
とにより、どんな効果が
期待できるか記入してく
ださい。

内容や手法を見直すこ
とにより、コストや時間
の低減が可能か評価し
てください

土地利用を図るための規制内容等の確認作業で、間違った処理は許されないため現状のまま継続する。よ
り効率的な事務処理を進め、処理期間の短縮を図る。

　

関係法令に基づく許可や届出の受理及び指導等を適正に行うことによって、都市の秩序ある整備や計画的な土地利
用を進めることができる。

効率性評価

現時点での
成果につい

て

1現時点での
有効性を評
価してくださ

い

説明

1

やや低い高い やや高い

土地利用や建築に一定の制限を加え、計画的な土地利用の推進に寄与している。

2 4

低い

概ね十分な成果が出てい
る

効率的に事務処理を進めることで処理時間を減らすことはできるかもしれないが、コストを低減することは難
しい。

1
効率性がやや低く、見
直しによる改善が期待
される

2
現時点では効率性が低
く、大幅な改善が必要

2 3 4

成果がほとんど無く、大
幅な改善が必要

現時点では十分な成
果が出ていない

3



（ ）

1

2

1 2 3 4

市の関与の
必要性を評
価してくださ
い

（作成日：平成26年　5月　   　日）事務事業評価表（平成25年度実施事業対象）

快適な生活を育むまち

計画的な土地利用の推進

7

1

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ

計
画

説明

対象

事業の終了予定年度 平成平成 年度

成果指標

目指す都市像(政策)

施　　　策

　開発事業者

事業の
目的

やめた
場合の
影響は

市の関与について見直す余地のある事業（民間に事業の一部又は全部を委ねる余地のあるものや、住民
ニーズが低下している等、社会情勢の変化によるものなど）

公共性や収益性の観点から、市が直接的・包括的に関与すべき事業

　開発事業について、関係法令、要綱及び基準に基づ
き公共・公益施設の整備、良好な住環境の維持・保全を
図り、住みよい街づくりに寄与することを目的とする。

　

52

実績

-

説明

非常に大きい

２９（総計
目標）
年度

２５年度 ２６年度

克服できる範囲内 ほとんど無いやや大きい

見込み見込み実績

２７年度

見込み計画

223

1.85 2.05

-44 --

（a）　－　（b）　＝　一般財源

従事者数　（単位：人）

単位当た
りコスト （　　　　　　   　　　　）／（　　　　　　  　　　　　）

人件費　（c）
正職員

２４年度

受益者負担額

国県補助金等その他

名称及び単位等

事業の種類を選択してください。⇒

予算事業名

コストの
推移

（単位：
千円）

まちづくり部

活動指標
①

活動指標
②

協定書・覚書の締結

なぜ市が
関与して
いるのか

　

指標の
推移

妥当性
評価

開発指導事業

　建築指導監督費

事業の
内容説明

　橿原市開発指導要綱及び開発許可制度等に関する審査
基準集（奈良県土木部）に基づき開発行為が適合している
か審査し、公共施設について関係部局と事前協議を行い協
定書の締結を行う。また、都市計画法に基づく開発許可が
必要な場合は奈良県への経由を行う。工事完了後、事前協
議どおりに施工されているかの確認を行う。

年度

殿村義隆課長名担当課名 建築指導課

事業ソフト（義務）

事務事業名

担当部名

総合計画の
位置付け

事業の開始年度

当初予算

335

12,653

1.85

223

11,418 11,418

歳出　（直接事業費）　（a）

8,808

20,284

計算式等

327

トータルコスト　（a）＋（c）

1.85

決算 当初予算

327

財源の内訳 決算

335

11,641 12,988

歳入
（b）

8,808

11,745

備考
（これまでの

実績等）

D
O

実
施

11,476



1 2 3 4

1 2 3

4 5

成果がほとんど無く、大
幅な改善が必要

現時点では十分な成
果が出ていない

3

　申請は不定期なため常時対応者が必要である。確認審査は最低２人必要である。

1
効率性がやや低く、見
直しによる改善が期待
される

1
現時点では効率性が低
く、大幅な改善が必要

2 3 4

やや低い高い やや高い

　事前協議を行うことで開発地内における公共施設の整備がなされ、良好な住環境を構築している。

2 4

低い

概ね十分な成果が出てい
る

効率性評価

現時点での
成果につい

て

1現時点での
有効性を評
価してくださ

い

説明

1

この事業の今後の方向
性を、費用面も含めて記
入してください

説明

説明

2

この事業について、今
後、具体的にどうするこ
とにより、どんな効果が
期待できるか記入してく
ださい。

内容や手法を見直すこ
とにより、コストや時間
の低減が可能か評価し
てください

　市が直接関与するよう法律や法令で定められた事業。

　

　良好な住環境をより一層促進するため、開発指導要綱等の見直しを検討する。

A
C
T
I
O
N

修
正
行
動

説明

上位施策
への貢献
度はどうか

C
H
E
C
K

有効性
評価

1

課内
優先度

現状のまま継続拡大する 縮小する

廃止又は休止する 完了する

　都市計画区域内において都市計画に合致した土地利用の推進がなされている。

十分な成果が出ている

評
価

現時点で効率性が非
常に高く、これ以上の
改善は見込めない

概ね高い効率性が発揮さ
れているが、さらに向上で
きる余地はある
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